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(57)【要約】
　　【課題】　特別な操作をしなくとも、独居老人など
の状況を正確に把握することのできる機能を備えた携帯
装置用の充電器を提供する。
　　【解決手段】　
　装着判断手段６は、充電対象である携帯機器２が装着
されたことを判断する。人体検出センサ１０は、充電器
４の近傍に人がいることを検出する。対象者判断手段８
は、装着判断手段６の判断結果および人体検出センサ１
０の出力に基づいて、対象者の状態を判断する。メッセ
ージ送信指示手段１２は、携帯機器２に対し、予め登録
されている登録先に対し、上記の判断内容を送信するよ
うに指示を与える。これを受けて、携帯機器２は、対象
者の状態を、登録先にメッセージとして送信する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも通信機能を有する携帯機器を装着し、当該携帯機器を充電するため、対象者
の居宅に置くための充電器であって、
　携帯機器が装着されているかどうかを判断する装着判断手段と、
　人体を検出する人体検出センサと、
　前記対象者について、少なくとも下記(a)または(b)の判断を行う対象者判断手段と、
　を備えた充電器。
(a)装着判断手段によって携帯機器が装着されていると判断された状態で、人体検出セン
サによる人体検出が所定時間継続してなされていない場合に、対象者が居宅にいるにもか
かわらず、対象者が充電器に所定時間近づいていないとする第１の判断、
(b)装着判断手段によって携帯機器が装着されていると判断された状態で、人体検出セン
サによる人体検出が所定時間継続してなされている場合に、居宅にいる対象者が充電器の
そばを所定時間以上を離れていないとする第２の判断。
【請求項２】
　請求項１の充電器において、
　周囲の光を検出する光センサをさらに備え、
　前記対象者判断手段は、装着判断手段によって携帯機器が装着されていると判断された
状態で、人体検出センサによる人体検出が所定時間継続してなされていない場合に、前記
光センサによる光検出が所定時間継続してなされていないと、対象者が就寝中であるとす
る第３の判断を行うことを特徴とする充電器。
【請求項３】
　請求項１または２のいずれかの充電器において、
　前記対象者判断手段は、装着判断手段によって携帯機器が装着されていないと判断され
た状態で、人体検出センサによる人体検出がなされている場合に、対象者が居宅にいるに
もかかわらず、携帯機器を充電器に装着していないとする第４の判断を行うことを特徴と
する充電器。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかの充電器において、
　前記対象者判断手段によってなされる複数の種類の判断のうち、少なくとも一つの判断
がなされた場合、当該判断内容を、予め登録されている登録先に送信するための判断内容
送信手段をさらに備えることを特徴とする充電器。
【請求項５】
　請求項４の充電器において、
　前記判断内容送信手段は、前記登録先にメッセージを送信する判断内容メッセージ送信
手段であることを特徴とする充電器。
【請求項６】
　請求項４の充電器において、
　前記判断内容送信手段は、前記携帯機器に対して、前記登録先にメッセージを送信する
よう指示する判断内容メッセージ送信指示手段であることを特徴とする充電器。
【請求項７】
　請求項４～６のいずれかの充電器において、
　前記登録先は、充電器の記録部または携帯機器の記録部に記録されていることを特徴と
する充電器。
【請求項８】
　請求項３の充電器において、
　前記対象者判断手段が前記第４の判断を行った場合に、携帯機器を充電器に装着するよ
う促す音声を出力するための装着音声出力手段をさらに備えたことを特徴とする充電器。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかの充電器において、



(3) JP 2016-110654 A 2016.6.20

10

20

30

40

50

　前記装着判断手段は、充電回路の動作開始または装着センサからの出力に基づいて装着
を判断することを特徴とする充電器。
【請求項１０】
　少なくとも通信機能を有する携帯機器を装着し、当該携帯機器を充電するため、対象者
の居宅に置くための充電器であって、
　人体を検出する人体検出センサと、
　予め定められた送信先に、所定のタイミングで、人体検出センサによる検出結果を送信
する状況送信手段と、
　を備えた充電器。
【請求項１１】
　請求項１０の充電器であって、
　携帯機器が装着されているかどうかを判断する装着判断手段をさらに備え、
　前記状況送信手段は、予め定められた送信先に、所定のタイミングで、携帯機器が装着
されているかどうかの判断結果も送信することを特徴とする充電器。
【請求項１２】
　請求項１１または１２の充電器であって、
　前記所定のタイミングは、所定時間間隔または前記送信先からの要求を受けた時である
ことを特徴とする充電器。
【請求項１３】
　少なくとも通信機能を有する携帯機器を装着し、当該携帯機器を充電するため、対象者
の居宅に置くための充電器であって、
　人体を検出する人体検出センサと、
　予め定められた送信先に、所定のタイミングで、人体検出センサによる検出結果を送信
するよう携帯機器に指示する状況送信指示手段と、
　を備えた充電器。
【請求項１４】
　請求項１３の充電器であって、
　携帯機器が装着されているかどうかを判断する装着判断手段をさらに備え、
　前記状況送信指示手段は、予め定められた送信先に、所定のタイミングで、携帯機器が
装着されているかどうかの判断結果も送信するよう携帯機器に指示することを特徴とする
充電器。
【請求項１５】
　請求項１３または１４の充電器であって、
　前記所定のタイミングは、所定時間間隔または前記送信先からの要求を受けた時である
ことを特徴とする充電器。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれかの充電器において、
　携帯機器にメッセージ着信があったことを検知するメッセージ着信検知手段と、
　前記メッセージ着信検知手段によってメッセージ着信が検知されると、音声または光ま
たはその双方にて着信告知を行う着信告知手段と、
　をさらに備える充電器。
【請求項１７】
　請求項１６の充電器において、
　前記メッセージ着信検知手段は、携帯機器からのメッセージ着信の連絡を受けて検知を
行うことを特徴とする充電器。
【請求項１８】
　請求項１６の充電器において、
　前記メッセージ着信検知手段は、携帯機器に対してメッセージ着信の有無を問い合わせ
、その回答を受けて検知を行うことを特徴とする充電器。
【請求項１９】
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　請求項１６～１８のいずれかの充電器において、
　前記着信告知手段は、前記人体検出センサによる人体検出がなされている時、あるいは
人体検出が所定時間継続した時に着信告知を行うことを特徴とする充電器。
【請求項２０】
　請求項１６～１９のいずれかの充電器において、
　出力指令を受けて、着信メッセージを音声にて出力するメッセージ音声出力手段を備え
る充電器。
【請求項２１】
　請求項２０の充電器において、
　前記音声出力手段は、着信したメッセージの送信元アドレスを携帯機器から受信し、当
該送信元アドレスに対応して予め記録された送信元情報を音声にて出力することを特徴と
する充電器。
【請求項２２】
　請求項１６～１９のいずれかの充電器において、
　出力指令を受けて、携帯機器に対して着信メッセージを音声にて出力するよう指示する
メッセージ音声出力指示手段を備える充電器。
【請求項２３】
　請求項１６～２２のいずれかの充電器において、
　音声を取得するためのマイクと、
　メッセージ記録指令を受けて、マイクにより、対象者の音声メッセージを取得して記録
する音声メッセージ記録手段と、
　メッセージ送信指令を受けて、記録された音声メッセージを、所定の送信先に送信する
音声メッセージ送信手段と、
　をさらに備えた充電器。
【請求項２４】
　請求項２３の充電器において、
　メッセージ記録ボタンをさらに備えており、
　前記メッセージ記録ボタンが対象者によって起動操作されると前記メッセージ記録指令
が出され、解除操作されると前記メッセージ送信指令が出されることを特徴とする充電器
。
【請求項２５】
　請求項２３の充電器において、
　メッセージ記録ボタンをさらに備えており、
　前記メッセージ記録ボタンが対象者によって起動操作されると前記メッセージ記録指令
が出されて所定時間音声メッセージを記録した後、前記メッセージ送信指令が出されるこ
とを特徴とする充電器。
【請求項２６】
　請求項２３～２５のいずれかの充電器において、
　前記所定の送信先は、直前に着信したメッセージの発信元または直前に再生したメッセ
ージの発信元であることを特徴とする充電器。
【請求項２７】
　請求項１６～２２のいずれかの充電器において、
　メッセージ記録指令を受けて、対象者の音声メッセージを取得して記録するよう携帯機
器に対して指令を与える音声メッセージ記録指示手段と、
　メッセージ送信指令を受けて、記録された音声メッセージを、所定の送信先に送信する
よう携帯機器に対して指令を与える音声メッセージ送信指示手段と、
　をさらに備えた充電器。
【請求項２８】
　請求項２７の充電器において、
　メッセージ記録ボタンをさらに備えており、
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　前記メッセージ記録ボタンが対象者によって起動操作されると前記メッセージ記録指令
が出され、解除操作されると前記メッセージ送信指令が出されることを特徴とする充電器
。
【請求項２９】
　請求項２７の充電器において、
　メッセージ記録ボタンをさらに備えており、
　前記メッセージ記録ボタンが対象者によって起動操作されると前記メッセージ記録指令
が出されて所定時間音声メッセージを記録した後、前記メッセージ送信指令が出されるこ
とを特徴とする充電器。
【請求項３０】
　請求項２７～２９のいずれかの充電器において、
　前記所定の送信先は、直前に着信したメッセージの発信元または直前に再生したメッセ
ージの発信元であることを特徴とする充電器。
【請求項３１】
　少なくとも通信機能を有する携帯機器を装着し、当該携帯機器を充電するため、対象者
の居宅に置くための充電器であって、
　携帯機器にメッセージ着信があったことを検知するメッセージ着信検知手段と、
　前記メッセージ着信検知手段によってメッセージ着信が検知されると、音声または光ま
たはその双方にて着信告知を行う着信告知手段と、
　を備える充電器。
【請求項３２】
　請求項３１の充電器において、
　前記メッセージ着信検知手段は、携帯機器からのメッセージ着信の連絡を受けて検知を
行うことを特徴とする充電器。
【請求項３３】
　請求項３１の充電器において、
　前記メッセージ着信検知手段は、携帯機器に対してメッセージ着信の有無を問い合わせ
、その回答を受けて検知を行うことを特徴とする充電器。
【請求項３４】
　請求項３１～３３のいずれかの充電器において、
　前記着信告知手段は、人体検出センサによる人体検出がなされている時、あるいは人体
検出が所定時間継続した時に着信告知を行うことを特徴とする充電器。
【請求項３５】
　請求項３１～３４のいずれかの充電器において、
　出力指令を受けて、着信メッセージを音声にて出力するメッセージ音声出力手段をさら
に備える充電器。
【請求項３６】
　請求項３５の充電器において、
　前記音声出力手段は、着信したメッセージの送信元アドレスを携帯機器から受信し、当
該送信元アドレスに対応して予め記録された送信元情報を音声にて出力することを特徴と
する充電器。
【請求項３７】
　請求項３１～３６のいずれかの充電器において、
　出力指令を受けて、携帯機器に対して着信メッセージを音声にて出力するよう指示する
メッセージ音声出力指示手段を備える充電器。
【請求項３８】
　請求項３１～３７のいずれかの充電器において、
　音声を取得するためのマイクと、
　メッセージ記録指令を受けて、マイクにより、対象者の音声メッセージを取得して記録
する音声メッセージ記録手段と、
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　メッセージ送信指令を受けて、記録された音声メッセージを、所定の送信先に送信する
音声メッセージ送信手段と、
　をさらに備えた充電器。
【請求項３９】
　請求項３８の充電器において、
　メッセージ記録ボタンをさらに備えており、
　前記メッセージ記録ボタンが対象者によって起動操作されると前記メッセージ記録指令
が出され、解除操作されると前記メッセージ送信指令が出されることを特徴とする充電器
。
【請求項４０】
　請求項３８の充電器において、
　メッセージ記録ボタンをさらに備えており、
　前記メッセージ記録ボタンが対象者によって起動操作されると前記メッセージ記録指令
が出されて所定時間音声メッセージを記録した後、前記メッセージ送信指令が出されるこ
とを特徴とする充電器。
【請求項４１】
　請求項３８～４０のいずれかの充電器において、
　前記所定の送信先は、直前に着信したメッセージの発信元または直前に再生したメッセ
ージの発信元であることを特徴とする充電器。
【請求項４２】
　請求項３１～３６のいずれかの充電器において、
　メッセージ記録指令を受けて、対象者の音声メッセージを取得して記録するよう携帯機
器に対して指令を与える音声メッセージ記録指示手段と、
　メッセージ送信指令を受けて、記録された音声メッセージを、所定の送信先に送信する
よう携帯機器に対して指令を与える音声メッセージ送信指示手段と、
　をさらに備えた充電器。
【請求項４３】
　請求項４２の充電器において、
　メッセージ記録ボタンをさらに備えており、
　前記メッセージ記録ボタンが対象者によって起動操作されると前記メッセージ記録指令
が出され、解除操作されると前記メッセージ送信指令が出されることを特徴とする充電器
。
【請求項４４】
　請求項４２の充電器において、
　メッセージ記録ボタンをさらに備えており、
　前記メッセージ記録ボタンが対象者によって起動操作されると前記メッセージ記録指令
が出されて所定時間音声メッセージを記録した後、前記メッセージ送信指令が出されるこ
とを特徴とする充電器。
【請求項４５】
　請求項４２～４４のいずれかの充電器において、
　前記所定の送信先は、直前に着信したメッセージの発信元または直前に再生したメッセ
ージの発信元であることを特徴とする充電器。
【請求項４６】
　人体を検出する人体検出センサを備えた充電器によって充電され、少なくとも通信機能
を有する携帯機器であって、
　携帯機器が充電器に装着されているかどうかを判断する装着判断手段と、
　人体を検出する人体検出センサからの出力を受けるセンサ出力受信手段と、
　前記対象者について、少なくとも下記(a)または(b)の判断を行う対象者判断手段と、
　を備えた携帯機器。
(a)装着判断手段によって携帯機器が装着されていると判断された状態で、人体検出セン
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サによる人体検出が所定時間継続してなされていない場合に、対象者が居宅にいるにもか
かわらず、対象者が充電器に所定時間近づいていないとする第１の判断、
(b)装着判断手段によって携帯機器が装着されていると判断された状態で、人体検出セン
サによる人体検出が所定時間継続してなされている場合に、居宅にいる対象者が充電器の
そばを所定時間以上を離れていないとする第２の判断。
【請求項４７】
　人体を検出する人体検出センサを備えた充電器によって充電され、少なくとも通信機能
を有する携帯機器をコンピュータによって実現するための携帯機器プログラムであって、
コンピュータを、
　携帯機器が充電器に装着されているかどうかを判断する装着判断手段と、
　人体を検出する人体検出センサからの出力を受けるセンサ出力受信手段と、
　前記対象者について、少なくとも下記(a)または(b)の判断を行う対象者判断手段として
機能させるための携帯機器プログラム。
(a)装着判断手段によって携帯機器が装着されていると判断された状態で、人体検出セン
サによる人体検出が所定時間継続してなされていない場合に、対象者が居宅にいるにもか
かわらず、対象者が充電器に所定時間近づいていないとする第１の判断、
(b)装着判断手段によって携帯機器が装着されていると判断された状態で、人体検出セン
サによる人体検出が所定時間継続してなされている場合に、居宅にいる対象者が充電器の
そばを所定時間以上を離れていないとする第２の判断。
【請求項４８】
　請求項４６の携帯機器または請求項４７の携帯機器プログラムにおいて、
　前記対象者判断手段は、装着判断手段によって携帯機器が装着されていると判断された
状態で、人体検出センサによる人体検出が所定時間継続してなされていない場合に、前記
携帯機器または前記充電器に備えられた光センサによる光検出が所定時間継続してなされ
ていないと、対象者が就寝中であるとする第３の判断を行うことを特徴とする携帯機器ま
たは携帯機器プログラム。
【請求項４９】
　請求項４６～４８のいずれかの携帯機器または携帯機器プログラムにおいて、
　前記対象者判断手段は、装着判断手段によって携帯機器が装着されていないと判断され
た状態で、人体検出センサによる人体検出がなされている場合に、対象者が居宅にいるに
もかかわらず、携帯機器を充電器に装着していないとする第４の判断を行うことを特徴と
する携帯機器または携帯機器プログラム。
【請求項５０】
　請求項４６、４８、４９のいずれかの携帯機器において、
　前記対象者判断手段によってなされる複数の種類の判断のうち、少なくとも一つの判断
がなされた場合、当該判断内容を、予め登録されている登録先に送信するための判断内容
送信手段をさらに備えることを特徴とする携帯機器。
【請求項５１】
　請求項４７～４９のいずれかの携帯機器プログラムにおいて、コンピュータを、さらに
　前記対象者判断手段によってなされる複数の種類の判断のうち、少なくとも一つの判断
がなされた場合、当該判断内容を、予め登録されている登録先に送信するための判断内容
送信手段として機能させるための携帯機器プログラム。
【請求項５２】
　請求項５０の携帯機器または請求項５１の携帯機器プログラムにおいて、
　前記判断内容送信手段は、前記登録先にメッセージを送信する判断内容メッセージ送信
手段であることを特徴とする携帯機器または携帯機器プログラム。
【請求項５３】
　請求項５０～５２のいずれかの携帯機器または携帯機器プログラムにおいて、
　前記登録先は、充電器の記録部または携帯機器の記録部に記録されていることを特徴と
する携帯機器または携帯機器プログラム。
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【請求項５４】
　請求項４９の携帯機器または携帯機器プログラムにおいて、
　前記対象者判断手段が前記第４の判断を行った場合に、携帯機器を充電器に装着するよ
う促す音声を出力するための装着音声出力手段をさらに備えたことを特徴とする携帯機器
または携帯機器プログラム。
【請求項５５】
　請求項４６～５４のいずれかの携帯機器または携帯機器プログラムにおいて、
　前記装着判断手段は、外部からの電源供給の有無に基づいて、あるいは充電器からの装
着判断信号を受けて、装着を判断することを特徴とする携帯機器または携帯機器プログラ
ム。
【請求項５６】
　少なくとも通信機能を有し、対象者の居宅に置かれた充電器によって充電される携帯機
器であって、
　人体を検出する人体検出センサからの出力を受けるセンサ出力受信手段と、
　予め定められた送信先に、所定のタイミングで、人体検出センサによる検出結果を送信
する状況送信手段と、
　を備えた携帯機器。
【請求項５７】
　少なくとも通信機能を有し、対象者の居宅に置かれた充電器によって充電される携帯機
器をコンピュータによって実現するための携帯機器プログラムであって、コンピュータを
、
　充電器に設けられた人体を検出する人体検出センサからの出力を受けるセンサ出力受信
手段と、
　予め定められた送信先に、所定のタイミングで、人体検出センサによる検出結果を送信
する状況送信手段として機能させるための携帯機器プログラム。
【請求項５８】
　請求項５６の携帯機器または請求項５７の携帯機器プログラムであって、
　前記状況送信手段は、予め定められた送信先に、所定のタイミングで、携帯機器が装着
されているかどうかの判断結果も送信することを特徴とする携帯機器または携帯機器プロ
グラム。
【請求項５９】
　請求項５６～５８のいずれかの携帯機器または携帯機器プログラムであって、
　前記所定のタイミングは、所定時間間隔または前記送信先からの要求を受けた時である
ことを特徴とする携帯機器または携帯機器プログラム。
【請求項６０】
　少なくとも通信機能を有し、対象者の居宅に置かれた充電器によって充電される携帯機
器であって、
　携帯機器にメッセージ着信があったことを検知するメッセージ着信検知手段と、
　前記メッセージ着信検知手段によってメッセージ着信が検知されると、音声または光ま
たはその双方にて着信告知を行う着信告知手段と、
　を備える携帯機器。
【請求項６１】
　少なくとも通信機能を有し、対象者の居宅に置かれた充電器によって充電される携帯機
器をコンピュータによって実現するための携帯機器プログラムであって、コンピュータを
、
　携帯機器にメッセージ着信があったことを検知するメッセージ着信検知手段と、
　前記メッセージ着信検知手段によってメッセージ着信が検知されると、音声または光ま
たはその双方にて着信告知を行う着信告知手段として機能させるための携帯機器プログラ
ム。
【請求項６２】
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　請求項６１の携帯機器プログラムにおいて、
　前記着信告知手段は、人体検出センサによる人体検出がなされている時、あるいは人体
検出が所定時間継続した時に着信告知を行うことを特徴とする携帯機器または携帯機器プ
ログラム。
【請求項６３】
　請求項６１または６２の携帯機器プログラムにおいて、コンピュータを、さらに
　出力指令を受けて、着信メッセージを音声にて出力するメッセージ音声出力手段として
機能させるための携帯機器プログラム。
【請求項６４】
　請求項６３の携帯機器プログラムにおいて、
　前記音声出力手段は、着信したメッセージの送信元アドレスに対応して予め記録された
送信元情報を音声にて出力することを特徴とする携帯機器プログラム。
【請求項６５】
　請求項６１～６４のいずれかの携帯機器プログラムにおいて、コンピュータを、さらに
、
　メッセージ記録指令を受けて、携帯機器または充電器のマイクにより、対象者の音声メ
ッセージを取得して記録する音声メッセージ記録手段と、
　メッセージ送信指令を受けて、記録された音声メッセージを、所定の送信先に送信する
音声メッセージ送信手段として機能させるための携帯機器プログラム。
【請求項６６】
　請求項６５の充電器において、
　携帯機器または充電器のメッセージ記録ボタンが対象者によって起動操作されると前記
メッセージ記録指令が出され、解除操作されると前記メッセージ送信指令が出されること
を特徴とする携帯機器プログラム。
【請求項６７】
　請求項６５の携帯機器プログラムにおいて、
　携帯機器または充電器のメッセージ記録ボタンが対象者によって起動操作されると前記
メッセージ記録指令が出されて所定時間音声メッセージを記録した後、前記メッセージ送
信指令が出されることを特徴とする携帯機器プログラム。
【請求項６８】
　請求項６５～６７のいずれかの携帯機器プログラムにおいて、
　前記所定の送信先は、直前に着信したメッセージの発信元または直前に再生したメッセ
ージの発信元であることを特徴とする携帯機器プログラム。
　
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、携帯機器用の充電器および携帯機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　独居老人などの増加に伴い、その安否を確認するためのシステムが提案されている。
【０００３】
　たとえば、特許文献１には、冷蔵庫のドアの開閉や電気ポットの給湯操作などをセンサ
にて検出し、これを予め登録した端末にインターネットを介して送信することで、安否を
確認するシステムが開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、カメラを備えたペットロボットに対する独居老人の反応動作に
て、安否を確認するシステムが開示されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１８５３１５
【特許文献２】特開２００７－６１９１６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の従来技術では、正常に生活をしていることの推定はできる
ものの、ドアセンサなど特別なセンサを設置しなければ、居宅にいながら体調が悪いのか
、外出しているのかなどの推定が難しいという問題があった。
【０００７】
　また、特許文献２の従来技術では、安否確認が正確に行えるものの、複雑な構成のロボ
ットが必要であるという問題があった。
【０００８】
　さらに、いずれの従来技術においても、独居老人あてのメッセージを確実に本人に認識
させるための方策はとられていなかった。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明においては、上記のいずれかの問題を解決するため、以下のような手段を採用
している。なお、以下に示す特徴は、それぞれ独立して採用可能なものである。
【００１０】
(1)この発明に係る充電器は、少なくとも通信機能を有する携帯機器を装着し、当該携帯
機器を充電するため、対象者の居宅に置くための充電器であって、携帯機器が装着されて
いるかどうかを判断する装着判断手段と、人体を検出する人体検出センサと、前記対象者
について、少なくとも下記(a)または(b)の判断を行う対象者判断手段とを備えている。
【００１１】
(a)装着判断手段によって携帯機器が装着されていると判断された状態で、人体検出セン
サによる人体検出が所定時間継続してなされていない場合に、対象者が居宅にいるにもか
かわらず、対象者が充電器に所定時間近づいていないとする第１の判断、
(b)装着判断手段によって携帯機器が装着されていると判断された状態で、人体検出セン
サによる人体検出が所定時間継続してなされている場合に、居宅にいる対象者が充電器の
そばを所定時間以上を離れていないとする第２の判断。
【００１２】
　したがって、携帯機器の充電操作を通じて、対象者の状況を知ることができる。
【００１３】
(2)この発明に係る充電器は、周囲の光を検出する光センサをさらに備え、対象者判断手
段が、装着判断手段によって携帯機器が装着されていると判断された状態で、人体検出セ
ンサによる人体検出が所定時間継続してなされていない場合に、前記光センサによる光検
出が所定時間継続してなされていないと、対象者が就寝中であるとする第３の判断を行う
ことを特徴としている。
【００１４】
　したがって、対象者が就寝中であることも判断することができる。
【００１５】
(3)この発明に係る充電器は、対象者判断手段が、装着判断手段によって携帯機器が装着
されていないと判断された状態で、人体検出センサによる人体検出がなされている場合に
、対象者が居宅にいるにもかかわらず、携帯機器を充電器に装着していないとする第４の
判断を行うことを特徴とする充電器。
【００１６】
　したがって、在宅している対象者の異常な状況を知ることができる。
【００１７】
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(4)この発明に係る充電器は、対象者判断手段によってなされる複数の種類の判断のうち
、少なくとも一つの判断がなされた場合、当該判断内容を、予め登録されている登録先に
送信するための判断内容送信手段をさらに備えることを特徴としている。
【００１８】
　したがって、対象者の状況を登録者に伝達することができる。
【００１９】
(5)この発明に係る充電器は、判断内容送信手段が、登録先にメッセージを送信する判断
内容メッセージ送信手段であることを特徴としている。
【００２０】
　したがって、携帯機器が装着されていなくとも、登録先にメッセージを送信することが
できる。
【００２１】
(6)この発明に係る充電器は、判断内容送信手段が、前記携帯機器に対して、前記登録先
にメッセージを送信するよう指示する判断内容メッセージ送信指示手段であることを特徴
としている。
【００２２】
　したがって、充電器に登録先にメッセージを送信する機能を設けなくとも、メッセージ
を送信することができる。
【００２３】
(7)この発明に係る充電器は、登録先が、充電器の記録部または携帯機器の記録部に記録
されていることを特徴としている。
【００２４】
　したがって、充電器に登録された登録先にメッセージを送信することができる。
【００２５】
(8)この発明に係る充電器は、対象者判断手段が前記第４の判断を行った場合に、携帯機
器を充電器に装着するよう促す音声を出力するための装着音声出力手段をさらに備えたこ
とを特徴としている。
【００２６】
　したがって、在宅しているにもかかわらず携帯機器の充電を忘れている対象者に対して
警告を行うことができる。
【００２７】
(9)この発明に係る充電器は、装着判断手段が、充電回路の動作開始または装着センサか
らの出力に基づいて装着を判断することを特徴としている。
【００２８】
　したがって、確実に携帯機器の装着を検知することができる。
【００２９】
(10)この発明に係る充電器は、少なくとも通信機能を有する携帯機器を装着し、当該携帯
機器を充電するため、対象者の居宅に置くための充電器であって、人体を検出する人体検
出センサと、予め定められた送信先に、所定のタイミングで、人体検出センサによる検出
結果を送信する状況送信手段とを備えている。
【００３０】
　したがって、対象者の状況を所定のタイミングで得ることができる。
【００３１】
(11)この発明に係る充電器は、携帯機器が装着されているかどうかを判断する装着判断手
段をさらに備え、状況送信手段は、予め定められた送信先に、所定のタイミングで、携帯
機器が装着されているかどうかの判断結果も送信することを特徴としている。
【００３２】
　したがって、携帯機器の装着状態も得ることができる。
【００３３】
(12)この発明に係る充電器は、所定のタイミングは、所定時間間隔または前記送信先から
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の要求を受けた時であることを特徴としている。
【００３４】
　したがって、所定時間間隔または要求に基づいて状況を得ることができる。
【００３５】
(13)この発明に係る充電器は、少なくとも通信機能を有する携帯機器を装着し、当該携帯
機器を充電するため、対象者の居宅に置くための充電器であって、人体を検出する人体検
出センサと、予め定められた送信先に、所定のタイミングで、人体検出センサによる検出
結果を送信するよう携帯機器に指示する状況送信指示手段とを備えている。
【００３６】
　したがって、携帯機器の送信機能を用いて状況を送信することができる。
【００３７】
(14)この発明に係る充電器は、携帯機器が装着されているかどうかを判断する装着判断手
段をさらに備え、状況送信指示手段は、予め定められた送信先に、所定のタイミングで、
携帯機器が装着されているかどうかの判断結果も送信するよう携帯機器に指示することを
特徴としている。
【００３８】
　したがって、携帯機器の送信機能を用いて、携帯機器の装着状態も送信することができ
る。
【００３９】
(15)この発明に係る充電器は、所定のタイミングは、所定時間間隔または前記送信先から
の要求を受けた時であることを特徴としている。
【００４０】
　したがって、所定時間間隔または要求に基づいて、状況を送信することができる。
【００４１】
(16)(31)この発明に係る充電器は、携帯機器にメッセージ着信があったことを検知するメ
ッセージ着信検知手段と、前記メッセージ着信検知手段によってメッセージ着信が検知さ
れると、音声または光またはその双方にて着信告知を行う着信告知手段と備えている。
【００４２】
　したがって、対象者は、携帯機器を操作しなくともメッセージの着信を知ることができ
る。
【００４３】
(17)(32)この発明に係る充電器は、メッセージ着信検知手段が、携帯機器からのメッセー
ジ着信の連絡を受けて検知を行うことを特徴としている。
【００４４】
　したがって、充電器の側からの問い合わせが不要であり、無駄な通信をなくすことがで
きる。
【００４５】
(18)(33)この発明に係る充電器は、メッセージ着信検知手段が、携帯機器に対してメッセ
ージ着信の有無を問い合わせ、その回答を受けて検知を行うことを特徴としている。
【００４６】
　したがって、携帯機器の側において複雑な構成を採用しなくとも、メッセージ着信を知
ることができる。
【００４７】
(19)(34)この発明に係る充電器は、着信告知手段が、前記人体検出センサによる人体検出
がなされている時、あるいは人体検出が所定時間継続した時に着信告知を行うことを特徴
としている。
【００４８】
　したがって、対象者がいないときに無駄な着信告知を行うことを避けることができる。
【００４９】
(20)(35)この発明に係る充電器は、出力指令を受けて、着信メッセージを音声にて出力す
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るメッセージ音声出力手段備えることを特徴としている。
【００５０】
　したがって、対象者は、携帯機器を操作せずともメッセージを音声にて聞くことができ
る。
【００５１】
(21)(36)この発明に係る充電器は、音声出力手段が、着信したメッセージの送信元アドレ
スを携帯機器から受信し、当該送信元アドレスに対応して予め記録された送信元情報を音
声にて出力することを特徴としている。
【００５２】
　したがって、送信元を音声にて容易に確認することができる。
【００５３】
(22)(37)この発明に係る充電器は、出力指令を受けて、携帯機器に対して着信メッセージ
を音声にて出力するよう指示するメッセージ音声出力指示手段を備えている。
【００５４】
　したがって、対象者は、携帯機器を操作せずともメッセージを音声にて聞くことができ
る。
【００５５】
(23)(38)この発明に係る充電器は、音声を取得するためのマイクと、メッセージ記録指令
を受けて、マイクにより、対象者の音声メッセージを取得して記録する音声メッセージ記
録手段と、メッセージ送信指令を受けて、記録された音声メッセージを、所定の送信先に
送信する音声メッセージ送信手段と備えている。
【００５６】
　したがって、音声メッセージを容易に送信することができる。
【００５７】
(24)(39)この発明に係る充電器は、メッセージ記録ボタンをさらに備えており、前記メッ
セージ記録ボタンが対象者によって起動操作されると前記メッセージ記録指令が出され、
解除操作されると前記メッセージ送信指令が出されることを特徴としている。
【００５８】
　したがって、簡単な操作でメッセージを録音して送信することができる。
【００５９】
(25)(40)この発明に係る充電器は、メッセージ記録ボタンをさらに備えており、前記メッ
セージ記録ボタンが対象者によって起動操作されると前記メッセージ記録指令が出されて
所定時間音声メッセージを記録した後、前記メッセージ送信指令が出されることを特徴と
している。
【００６０】
　したがって、簡単な操作でメッセージを録音して送信することができる。
【００６１】
(26)(41)この発明に係る充電器は、所定の送信先は、直前に着信したメッセージの発信元
または直前に再生したメッセージの発信元であることを特徴としている。
【００６２】
　したがって、容易に、再生したメッセージに対する返信としてメッセージを送ることが
できる。
【００６３】
(27)(42)この発明に係る充電器は、メッセージ記録指令を受けて、対象者の音声メッセー
ジを取得して記録するよう携帯機器に対して指令を与える音声メッセージ記録指示手段と
、メッセージ送信指令を受けて、記録された音声メッセージを、所定の送信先に送信する
よう携帯機器に対して指令を与える音声メッセージ送信指示手段と備えている。
【００６４】
　したがって、携帯機器の送信機能を用いて、音声メッセージを容易な操作で送信するこ
とができる。
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【００６５】
(28)(43)この発明に係る充電器は、メッセージ記録ボタンをさらに備えており、前記メッ
セージ記録ボタンが対象者によって起動操作されると前記メッセージ記録指令が出され、
解除操作されると前記メッセージ送信指令が出されることを特徴としている。
【００６６】
　したがって、携帯機器の送信機能を用いつつ、簡単な操作でメッセージを録音して送信
することができる。
【００６７】
(29)(44)この発明に係る充電器は、メッセージ記録ボタンをさらに備えており、前記メッ
セージ記録ボタンが対象者によって起動操作されると前記メッセージ記録指令が出されて
所定時間音声メッセージを記録した後、前記メッセージ送信指令が出されることを特徴と
している。
【００６８】
　したがって、携帯機器の送信機能を用いつつ、簡単な操作でメッセージを録音して送信
することができる。
【００６９】
(30)(45)この発明に係る充電器は、所定の送信先が、直前に着信したメッセージの発信元
または直前に再生したメッセージの発信元であることを特徴としている。
【００７０】
　したがって、容易に、再生したメッセージに対する返信としてメッセージを送ることが
できる。
【００７１】
(46)(47)この発明に係る携帯機器は、人体を検出する人体検出センサを備えた充電器によ
って充電され、少なくとも通信機能を有する携帯機器であって、携帯機器が充電器に装着
されているかどうかを判断する装着判断手段と、人体を検出する人体検出センサからの出
力を受けるセンサ出力受信手段と、前記対象者について、少なくとも下記(a)または(b)の
判断を行う対象者判断手段とを備ている。
【００７２】
(a)装着判断手段によって携帯機器が装着されていると判断された状態で、人体検出セン
サによる人体検出が所定時間継続してなされていない場合に、対象者が居宅にいるにもか
かわらず、対象者が充電器に所定時間近づいていないとする第１の判断、
(b)装着判断手段によって携帯機器が装着されていると判断された状態で、人体検出セン
サによる人体検出が所定時間継続してなされている場合に、居宅にいる対象者が充電器の
そばを所定時間以上を離れていないとする第２の判断。
【００７３】
　したがって、携帯機器の充電操作を通じて、対象者の状況を知ることができる。
【００７４】
(48)この発明に係る携帯機器は、対象者判断手段は、装着判断手段によって携帯機器が装
着されていると判断された状態で、人体検出センサによる人体検出が所定時間継続してな
されていない場合に、前記携帯機器または前記充電器に備えられた光センサによる光検出
が所定時間継続してなされていないと、対象者が就寝中であるとする第３の判断を行うこ
とを特徴としている。
【００７５】
　したがって、対象者が就寝中であることも判断することができる。
【００７６】
(49)この発明に係る携帯機器は、対象者判断手段は、装着判断手段によって携帯機器が装
着されていないと判断された状態で、人体検出センサによる人体検出がなされている場合
に、対象者が居宅にいるにもかかわらず、携帯機器を充電器に装着していないとする第４
の判断を行うことを特徴としている。
【００７７】
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　したがって、在宅している対象者の異常な状況を知ることができる。
【００７８】
(50)(51)この発明にかかる携帯機器は、対象者判断手段によってなされる複数の種類の判
断のうち、少なくとも一つの判断がなされた場合、当該判断内容を、予め登録されている
登録先に送信するための判断内容送信手段をさらに備えることを特徴としている。
【００７９】
　したがって、対象者の状況を登録者に伝達することができる。
【００８０】
(52)この発明に係る携帯機器は、判断内容送信手段は、前記登録先にメッセージを送信す
る判断内容メッセージ送信手段であることを特徴としている。
【００８１】
　したがって、携帯機器の送信機能を用いてメッセージを送信することができる。
【００８２】
(53)この発明にかかる携帯機器は、登録先は、充電器の記録部または携帯機器の記録部に
記録されていることを特徴としている。
【００８３】
　したがって、携帯機器に登録された登録先にメッセージを送信することができる。
【００８４】
(54)この発明に係る携帯機器は、対象者判断手段が前記第４の判断を行った場合に、携帯
機器を充電器に装着するよう促す音声を出力するための装着音声出力手段をさらに備えた
ことを特徴としている。
【００８５】
　したがって、在宅しているにもかかわらず携帯機器の充電を忘れている対象者に対して
警告を行うことができる。
【００８６】
(55)この発明に係る携帯機器は、装着判断手段は、外部からの電源供給の有無に基づいて
、あるいは充電器からの装着判断信号を受けて、装着を判断することを特徴としている。
【００８７】
　したがって、確実に充電器への装着を判断することができる。
【００８８】
(56)(57)この発明に係る携帯機器は、少なくとも通信機能を有し、対象者の居宅に置かれ
た充電器によって充電される携帯機器であって、人体を検出する人体検出センサからの出
力を受けるセンサ出力受信手段と、予め定められた送信先に、所定のタイミングで、人体
検出センサによる検出結果を送信する状況送信手段とを備えている。
【００８９】
　したがって、所定のタイミングで対象者の状況を送信することができる。
【００９０】
(58)この発明に係る携帯機器は、状況送信手段は、予め定められた送信先に、所定のタイ
ミングで、携帯機器が装着されているかどうかの判断結果も送信することを特徴としてい
る。
【００９１】
　したがって、携帯機器が充電器に装着されているかどうかも送信することができる。
【００９２】
(59)この発明に係る携帯機器は、所定のタイミングは、所定時間間隔または前記送信先か
らの要求を受けた時であることを特徴としている。
【００９３】
　したがって、所定時間間隔または要求を受けたタイミングで状況を送信することができ
る。
【００９４】
(60)(61)この発明に係る携帯機器は、少なくとも通信機能を有し、対象者の居宅に置かれ
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た充電器によって充電される携帯機器であって、携帯機器にメッセージ着信があったこと
を検知するメッセージ着信検知手段と、前記メッセージ着信検知手段によってメッセージ
着信が検知されると、音声または光またはその双方にて着信告知を行う着信告知手段とを
備えている。
【００９５】
　したがって、対象者は、メッセージの着信を知ることができる。
【００９６】
(62)この発明に係る携帯機器は、着信告知手段は、人体検出センサによる人体検出がなさ
れている時、あるいは人体検出が所定時間継続した時に着信告知を行うことを特徴として
いる。
【００９７】
　したがって、対象者がいないときに無駄な着信告知を行うことを避けることができる。
【００９８】
(63)この発明に係る携帯機器は、出力指令を受けて、着信メッセージを音声にて出力する
メッセージ音声出力手段を備えている。
【００９９】
　したがって、対象者はメッセージを音声にて聞くことができる。
【０１００】
(64)この発明に係る携帯機器は、音声出力手段は、着信したメッセージの送信元アドレス
に対応して予め記録された送信元情報を音声にて出力することを特徴としている。
【０１０１】
　したがって、送信元情報を音声にて容易に確認することができる。
【０１０２】
(65)この発明に係る携帯機器は、メッセージ記録指令を受けて、携帯機器または充電器の
マイクにより、対象者の音声メッセージを取得して記録する音声メッセージ記録手段と、
メッセージ送信指令を受けて、記録された音声メッセージを、所定の送信先に送信する音
声メッセージ送信手段を備えている。
【０１０３】
　したがって、携帯機器の送信機能を用いて、音声メッセージを容易な操作で録音し送信
することができる。
【０１０４】
(66)この発明に係る携帯機器は、携帯機器または充電器のメッセージ記録ボタンが対象者
によって起動操作されると前記メッセージ記録指令が出され、解除操作されると前記メッ
セージ送信指令が出されることを特徴としている。
【０１０５】
　したがって、容易な操作で、メッセージを記録し送信することができる。
【０１０６】
(67)この発明に係る携帯機器は、携帯機器または充電器のメッセージ記録ボタンが対象者
によって起動操作されると前記メッセージ記録指令が出されて所定時間音声メッセージを
記録した後、前記メッセージ送信指令が出されることを特徴としている。
【０１０７】
　したがって、容易な操作で、メッセージを記録し送信することができる。
【０１０８】
(68)この発明に係る携帯機器は、所定の送信先は、直前に着信したメッセージの発信元ま
たは直前に再生したメッセージの発信元であることを特徴としている。
【０１０９】
　したがって、再生したメッセージに対する返信としてメッセージを送信することができ
る。
【０１１０】
　「装着判断手段」は、実施形態においては、ステップＳ２やＳ１３がこれに対応する。
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【０１１１】
　「対象者判断手段」は、実施形態においては、ステップＳ７、Ｓ９、Ｓ１５、Ｓ１７な
どがこれに対応する。
【０１１２】
　「メッセージ着信検知手段」は、実施形態においては、ステップＳ２１などがこれに対
応する。
【０１１３】
　「着信告知手段」は、実施形態においては、ステップＳ２６などがこれに対応する。
【０１１４】
　「音声メッセージ記録手段」は、実施形態においては、ステップＳ３１などがこれに対
応する。
【０１１５】
　「音声メッセージ送信手段」は、実施形態においては、図２７のステップＳ３３などが
これに対応する。
【０１１６】
　「音声メッセージ送信指示手段」は、実施形態においては、図２２のステップＳ３３な
どがこれに対応する。
【０１１７】
　「プログラム」とは、ＣＰＵにより直接実行可能なプログラムだけでなく、ソース形式
のプログラム、圧縮処理がされたプログラム、暗号化されたプログラム等を含む概念であ
る。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】この発明の一実施形態による充電器４の全体構成を示す図である。
【図２】充電器４の外観を示す図である。
【図３】充電器４のハードウエア構成を示す図である。
【図４】充電回路を示す図である。
【図５】制御プログラム４８のフローチャートである。
【図６】制御プログラム４８のフローチャートである。
【図７】他の例による充電器４の全体構成を示す図である。
【図８】第二の実施形態による充電器４および携帯機器２の全体構成を示す図である。
【図９】充電器４の外観を示す図である。
【図１０】スマートフォン９の外観を示す図である。
【図１１】充電器４のハードウエア構成を示す図である。
【図１２】スマートフォン９のハードウエア構成を示す図である。
【図１３】制御アプリ１３２のフローチャートである。
【図１４】制御アプリ１３２のフローチャートである。
【図１５】他の例による携帯機器２および充電器４の全体構成を示す図である。
【図１６】第三の実施形態による充電器４の全体構成を示す図である。
【図１７】充電器４の外観を示す図である。
【図１８】充電器４のハードウエア構成を示す図である。
【図１９】制御プログラム４８のフローチャートである。
【図２０】制御プログラム４８のフローチャートである。
【図２１】制御プログラム４８のフローチャートである。
【図２２】制御プログラム４８のフローチャートである。
【図２３】第四の実施形態による携帯機器２および充電器４の全体構成を示す図である。
【図２４】制御アプリ１３２のフローチャートである。
【図２５】制御アプリ１３２のフローチャートである。
【図２６】制御アプリ１３２のフローチャートである。
【図２７】制御アプリ１３２のフローチャートである。
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【図２８】スマートフォン９の画面表示例である。
【図２９】スマートフォン９の画面表示例である。
【発明を実施するための形態】
【０１１９】
１．第１の実施形態
1.1充電器の全体構成
　図１に、この発明の一実施形態による充電器４の全体構成を示す。装着判断手段６は、
充電対象である携帯機器２が装着されたことを判断する。人体検出センサ１０は、充電器
４の近傍に人がいることを検出する。対象者判断手段８は、装着判断手段６の判断結果お
よび人体検出センサ１０の出力に基づいて、対象者の状態を判断する。判断内容メッセー
ジ送信指示手段１２は、携帯機器２に対し、予め登録されている登録先に宛てて、上記の
判断内容を送信するように指示を与える。これを受けて、携帯機器２は、対象者の状態を
、登録先にメッセージとして送信する。
　
【０１２０】
1.2外観およびハードウエア構成
　図２に、充電器４の外観を示す。図２Ａが正面図、図２Ｂが側面図である。図２Ｂに示
すように、この充電器４は、中央付近に携帯機器であるスマートフォン９を装着するため
の凹部２０が設けられている。凹部２０の後方には、スマートフォン９とほぼ同じ高さの
後壁２２が設けられている。後壁２２の内部には、充電のためのコイル２４が設けられて
いる。
【０１２１】
　充電器４の前面には、赤外線センサ２８が設けられている。この赤外線センサ２８によ
って、人体の接近を検出することができる。さらに、告知を行うためのスピーカ３０、周
囲の明るさを検知するための光センサ３２が設けられている。充電器４の内部には、制御
回路（図示せず）が設けられている。
【０１２２】
　図３に、制御回路のハードウエア構成を示す。ＣＰＵ４０には、メモリ４２、スピーカ
３０、光センサ３２、不揮発性メモリ４４、赤外センサ２８、近距離通信回路２９、充電
制御回路５０が接続されている。近距離通信回路２９は、たとえば、ブルーツース規格に
よる通信回路であって、スマートフォン９との通信を行うためのものである。不揮発性メ
モリ４４には、オペレーティングシステム４６、制御プログラム４８が記録されている。
制御プログラム４８は、オペレーティングシステム４６と協働してその機能を発揮するも
のである。
【０１２３】
　充電制御回路５０は、充電器４に装着されたスマートフォン９に対する充電を制御する
回路である。
【０１２４】
　図４に、充電のための回路構成を示す。充電器４の発振回路５４は、高周波を発振して
出力する。インバータ回路５２は、発振回路５４からの高周波に応じて、電源をスイッチ
ングしてコイル２４に与える。
【０１２５】
　スマートフォン９が充電器４に装着されると、内蔵されているコイル７と充電器４のコ
イル２４が電磁結合する。これにより、コイル２４の高周波電圧が、コイル７に伝達され
る。スマートフォン９の全波整流回路５はこれを整流し、蓄電池３に与える。このように
して、蓄電池３が充電される。
【０１２６】
　なお、充電器４の充電制御回路５０は、充電の開始や停止を制御するものである。さら
に、充電制御回路５０は、スマートフォン９と通信する機能も有している。つまり、コイ
ル２４に与える高周波を、信号によって変調する。スマートフォン９側においては、電磁
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結合によって伝送された高周波から信号を復調する。同様にして、スマートフォン９から
充電器４に対して信号を送ることもできる。充電制御回路５０は、常に所定時間間隔で、
ＩＤ問い合わせ信号を送信している。スマートフォン９が装着されると、スマートフォン
９がこのＩＤ問い合わせ信号を受信する。ＩＤ問い合わせ信号を受信したスマートフォン
９は、自らのＩＤを充電器４に返信する。したがって、ＩＤ問い合わせ信号に対する返信
の有無により、スマートフォン９が装着されているかどうかを判断できる。
　
【０１２７】
1.3制御プログラムの処理
　図５、図６に、制御プログラム４８のフローチャートを示す。ＣＰＵ４０は、光センサ
３２の出力を取得し、周囲の光度が所定値以上であるかどうかを判断する（ステップＳ１
）。所定値に達していなければ、就寝中であると判断する（ステップＳ５）。日中は照明
器具を付けていなくても所定値以上の光度に達するであろうし、夜間は就寝していなけれ
ば照明器具を付けていると思われるからである。なお、この実施形態では、独居老人（対
象者）は、原則として夜は自宅で就寝することを前提としている。
【０１２８】
　周囲の光度が所定値以上であれば、ＣＰＵ４０は、充電器４にスマートフォン９が装着
（載置）されているかどうかを判断する（ステップＳ２）。スマートフォン９が装着され
ているかどうかは、充電制御回路５０に問い合わせることによって知ることができる。ス
マートフォン９が装着されていれば、次に、赤外センサ２８がオンであるかどうかを判断
する（ステップＳ３）。つまり、周囲に人がいるかどうかを判断する。赤外センサがオフ
であれば、ＣＰＵ４０は、このオフ状態が８時間（所定時間）以上継続しているかどうか
を判断する（ステップＳ６）。オフ状態が８時間継続していなければ、ステップＳ１に戻
る。
【０１２９】
　オフ状態が８時間以上継続していた場合、ＣＰＵ４０は、独居老人は在宅しているが８
時間以上充電器４から離れていると判断する（ステップＳ７）。ＣＰＵ４０は、この判断
内容を、予め登録してある登録先にメッセージとして送信するように、スマートフォン９
に送信指令を与える（ステップＳ８）。この送信指令は、近距離通信回路２９を介して、
スマートフォン９に与えられる。
【０１３０】
　この指令は、スマートフォン９のメーラー（メール送受信プログラム）に与えられる。
メーラーは、予め、緊急連絡先として登録されている登録先（複数であってもよい）に対
し、上記判断内容を内容とするメールを送信する。
【０１３１】
　したがって、登録先として独居老人の親族などを設定しておくことにより、在宅してい
るにもかかわらず、充電器４に８時間以上（所定時間以上）近づいていないことがメール
として報告される。
【０１３２】
　ステップＳ３において、赤外センサがオンであれば（つまり人が検出されていれば）、
ＣＰＵ４０は、オン状態が８時間以上継続しているかどうかを判断する（ステップＳ４）
。継続していなければ、ステップＳ１に戻る。
【０１３３】
　オン状態が８時間以上継続していれば、ＣＰＵ４０は、独居老人は在宅しており８時間
以上充電器４から離れられない危険な状態（あるいは意識的に離れない状態）であると判
断する（ステップＳ９）。ＣＰＵ４０は、この判断内容を、予め登録してある登録先にメ
ッセージとして送信するように、スマートフォン９に送信指令を与える（ステップＳ１０
）。これにより、登録先に対して、判断内容を通知することができる。
【０１３４】
　以上のようにして、在宅を前提として、充電器４の前から長時間離れない異常な状態や
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充電器４に長時間近づかない異常な状態を、メッセージとして登録者に知らせることがで
きる。
【０１３５】
　ステップＳ２において、スマートフォン９が装着されていない場合、ＣＰＵ４０は、赤
外センサ２８がオンであるかどうかを判断する（図６、ステップＳ１１）。赤外センサ２
８がオンであれば人が近くにいるので、ＣＰＵ４０は、スピーカ３０からスマートフォン
９を充電器４に装着するように音声出力を行う（ステップＳ１２）。
【０１３６】
　ＣＰＵ４０は、続いて、スマートフォン９が充電器４に装着されたかどうかを判断する
（ステップＳ１３）。装着が確認できた場合、図５のステップＳ３に進む。装着が確認で
きない場合、ＣＰＵ４０は、ステップＳ４においてＮＯの判断をしてから１時間以上継続
してスマートフォン９が装着されていないかを判断する（ステップＳ１４）。１時間以上
継続してスマートフォン９が装着されていなければ、ＣＰＵ４０は、在宅しているがスマ
ートフォン９が装着されていないと判断する（ステップＳ１５）。たとえば、異常な事態
だが、充電器４にスマートフォン９が装着されていないため、通信相手にメールができな
い場合などがこれに該当する。そして、ステップＳ１に進む。
【０１３７】
　ステップＳ１１において、赤外センサ２８がオフであれば、ＣＰＵ４０は、その状態が
８時間以上継続しているかどうかを判断する（ステップＳ１６）。オフ状態が８時間以上
継続していれば、ＣＰＵ４０は、スマートフォン９、独居老人ともに所在不明であると判
断する（ステップＳ１７）。そして、ステップＳ１に進む。
【０１３８】
　この実施形態では、スマートフォン９を介して、登録者にメッセージを送信するように
しているので、ステップＳ１５、Ｓ１７の場合には、登録者にメッセージを送信すること
ができない。しかし、この判断内容を、充電器４の不揮発性メモリ４４に時刻とともに記
録することで、必要なときにこれを他の装置で読み出して状況を見ることができる。たと
えば、独居老人が家で倒れていたり、行方不明であった場合に、その時の状況を知ること
ができる。
　
【０１３９】
1.4その他の実施形態
(1)上記実施形態では、独居老人（対象者）は、原則として夜は自宅で就寝することを前
提としている。しかし、ベッドに人体検出センサを設けておき、就寝中かどうかを判断す
るようにしてもよい。また、予め就寝時間を充電器４に登録しておき、その時間内は就寝
しているものと推定してもよい。
【０１４０】
(2)上記実施形態では、ブルーツースなどの近距離通信回路２９によって、スマートフォ
ン９に対してのメッセージ送信指令などを送るようにしている。しかし、これに代えて、
図４に示す充電回路の電磁結合を利用して、メッセージ送信指令を伝達するようにしても
よい。
【０１４１】
(3)上記実施形態では、スマートフォン９のメーラーを用いてメッセージを送信するよう
にしている。しかし、メーラー以外のライン（商標）などのメッセージ通信プログラムを
用いてもよい。
【０１４２】
(4)上記実施形態では、スマートフォン９のメーラーを用いてメッセージを送信するよう
にしている。しかし、充電器４の側に通信回路を設け、メーラーなどのメッセージ通信プ
ログラムをインストールして、充電器４から直接、登録先に対してメッセージを送信する
ようにしてもよい。このようにすれば、図６のステップＳ１５、Ｓ１７の判断内容につい
ても、登録者にメッセージとして送信することができる。この場合、登録先は充電器４の
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側に記録しておくことが好ましい。
【０１４３】
(5)上記実施形態では、充電のための電磁結合を介した通信にて、スマートフォン９が装
着されているかどうかを判断している。しかし、充電器４にセンサ（たとえば、マイクロ
スイッチ）を設け、スマートフォン９が装着されたことを検出するようにしてもよい。
【０１４４】
(6)上記実施形態では、ステップＳ１５やステップＳ１７において、独居老人に対して、
さらなる積極的な働きかけは行っていない。しかし、近距離通信回路２９を介して、スマ
ートフォン９のスピーカから充電器にセットして下さいとの旨の音声を出力させるように
してもよい。
【０１４５】
(7)上記実施形態では、通信機能を有する携帯機器としてスマートフォン９を例として説
明した。しかし、携帯電話、携帯情報端末、タブレットコンピュータ、携帯ゲーム機、カ
メラなどにも適用することができる。
【０１４６】
(8)上記実施形態では、非接触式の充電回路について説明したが、接触式の充電回路につ
いても同様に適用することができる。
【０１４７】
(9)上記実施形態では、赤外センサによって人を検出するようにしている。しかし、静電
センサ、光電センサなどを用いてもよい。
【０１４８】
(10)上記実施形態では、対象者として独居老人を例としてあげた。しかし、老人でなくと
も一人住まいの人を対象とすることができる。また、一人住まいでない人も対象とするこ
とができる。
【０１４９】
(11)上記実施形態では、対象者判断手段８を設け、その判断内容を、判断内容メッセージ
送信指示手段１２の指示により、携帯機器２から送信するようにしている。
【０１５０】
　しかし、図７に示すように、人体検知センサ１０の出力（人の有無）および装着判断手
段６の判断結果（装着の有無）を、状況送信指示手段１００の指示により、携帯機器２か
ら送信するようにしてもよい。状況送信指示手段１００による送信指示タイミングは、所
定の条件が整った場合（たとえば、人を検出したとき、人の検出がなくなったとき、携帯
機器が装着されたとき、携帯機器が非装着となったとき等）や、所定時間間隔（たとえば
、１時間ごと）で行うことができる。また、携帯機器から状況送信依頼を受けた場合（携
帯機器の操作により状況送信依頼が入力された場合や携帯機器に対して状況送信依頼を求
めるメールなどが着信した場合など）、これに応じて送信するようにしてもよい。
【０１５１】
　なお、図７では、人体検知センサ１０の出力および装着判断手段６の判断結果の双方を
送信するようにしているが、いずれか一方だけでもよい。
【０１５２】
(12)上記実施形態における図１の各機能（手段およびセンサ）の一部または全部は、携帯
機器２の側に設けるようにしてもよい。
【０１５３】
(13)上記実施形態において、充電器４にカメラボタンを設けるようにしてもよい。このボ
タンが押下されると、充電器４はスマートフォン９に対して、カメラによる撮像を行い、
予め定められた登録先にメール添付して送信するように指示を行う。
【０１５４】
(14)また、遠隔のスマートフォンから、スマートフォン９に対して、上記の指令を与える
ようにしてもよい。これにより、独居老人の居宅の様子が自動的に撮像され、当該遠隔の
スマートフォンに対して送信される。
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【０１５５】
(15)上記の実施形態および各変形例は、その本質に反しない限り、他の実施形態にも適用
することができる。
　
【０１５６】
２．第２の実施形態
2.1全体構成
　図８に、第２の実施形態による携帯装置２と充電器４の全体構成を示す。この実施形態
では、装着判断手段６、対象者判断手段８、判断内容メッセージ送信手段１０２を、携帯
装置２の側に設け、充電器４には人体検出センサ１０を設けている。
【０１５７】
　装着判断手段６は、携帯機器２が充電器４に装着されているか否かを判断する。人体検
出センサ１０は、充電器４の近傍に人がいることを検出する。対象者判断手段８は、充電
器４から取得した人体検出センサ１０の出力と、装着判断手段６の判断結果とに基づいて
、対象者の状態を判断する。判断内容メッセージ送信手段１０２は、予め登録されている
登録先に対し、上記の判断内容をメッセージとして送信する。
　
【０１５８】
2.2外観およびハードウエア構成
　図９に、充電器４の外観を示す。図９Ａが正面図、図９Ｂが側面図である。充電器４の
外観は、第１の実施形態における図２と同様である。ただし、図９Ａに示すように、スピ
ーカ３０と光センサ３２を設ける必要はない。この実施形態では、人体を検出するための
赤外線センサ２８を設けている。
【０１５９】
　図１０に、スマートフォン９の外観を示す。中央部に表示と入力のためのタッチスクリ
ーン１１４が設けられている。下部にはマイク１２６、上部にはスピーカ１１６、光セン
サ１１８が設けられている。
【０１６０】
　図１１に、充電器４の制御回路のハードウエア構成を示す。ＣＰＵ４０には、メモリ４
２、不揮発性メモリ４４、赤外センサ２８、近距離通信回路２９、充電制御回路５０が接
続されている。その基本的構成は、図３と同様である。
【０１６１】
　図１２に、スマートフォン９のハードウエア構成を示す。ＣＰＵ１１０には、メモリ１
１２、タッチスクリーン１１４、スピーカ１１６、光センサ１１８、不揮発性メモリ１２
０、通信回路１２２、近距離通信回路１２４、マイク１２６が接続されている。なお、ス
マートフォンとしての通話回路などは省略している。
【０１６２】
　光センサ１１８は、周囲の明るさを検出するためのものである。通信回路１２２は、イ
ンターネットなどに接続するためのものである。近距離通信回路１２４は、たとえば、ブ
ルーツース規格による通信回路であって、充電器４との通信を行うためのものである。
【０１６３】
　不揮発性メモリ１２０には、オペレーティングシステム１２８、スマートフォンとして
の基本機能を実現するための基本機能プログラム１３０、携帯端末プログラムである制御
アプリ１３２が記録されている。基本機能プログラム１３０および制御アプリ１３２は、
オペレーティングシステム１２８と協働してその機能を発揮するものである。
　
【０１６４】
2.3制御アプリ１３２の処理
　第一の実施形態では、判断処理を充電器４の側において行っていたが、この実施形態で
は、スマートフォン９の側にて行うようにしている。
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【０１６５】
　図１３、図１４に、スマートフォン９の制御アプリ１３２のフローチャートを示す。こ
の制御アプリ１３２は、スマートフォン９の電源投入時に、自動的に起動するように構成
されている。なお、制御アプリ１３２が起動している場合であっても、オペレーティング
システム１２８の制御により、スマートフォンとしての機能（電話着信、通話など）は、
割り込み処理によって実行されるようになっている。
【０１６６】
　ＣＰＵ１１０は、まず、スマートフォン９が充電器４にセットされているかどうかを判
断する（ステップＳ２）。この実施形態では、スマートフォン９の光センサ１１８を用い
ているので、充電器４にセットされた状態でないと、対象者の居宅の照度を得ることがで
きない。したがって、光センサ１１８の照度判定をする前に、スマートフォン９が充電器
４にセットされているかどうかを判断するようにしている。
【０１６７】
　充電器４にセットされているかどうかは、外部からの電力供給があるかどうか等によっ
て検出することができる。
【０１６８】
　充電器４にセットされていれば、ＣＰＵ１１０は、光センサ１１８の出力を取得し、周
囲の光度が所定値以上であるかどうかを判断する（ステップＳ１）。所定値に達していな
ければ、就寝中であると判断する（ステップＳ５）。
【０１６９】
　周囲の光度が所定値以上であれば、ＣＰＵ１１０は、近距離通信回路１２４によって、
充電器４から赤外センサ２８の出力を取得する（ステップＳ３ａ）。そして、充電器４の
赤外センサ２８がオンであるかどうかを判断する（ステップＳ３ｂ）。つまり、周囲に人
がいるかどうかを判断する。赤外センサがオフであれば、ＣＰＵ１１０は、このオフ状態
が８時間（所定時間）以上継続しているかどうかを判断する（ステップＳ６）。オフ状態
が８時間継続していなければ、ステップＳ２に戻る。
【０１７０】
　オフ状態が８時間以上継続していた場合、ＣＰＵ１１０は、独居老人は在宅しているが
８時間以上充電器４から離れていると判断する（ステップＳ７）。ＣＰＵ１１０は、この
判断内容を、予め登録してある登録先にメッセージとして送信する（ステップＳ８）。Ｃ
ＰＵ１１０は、基本機能プログラム１３０中のメーラー（メール送受信プログラム）によ
り、緊急連絡先として登録されている登録先（複数であってもよい）に対し、上記判断内
容を内容とするメールを送信する。
【０１７１】
　ステップＳ３ｂにおいて、赤外センサがオンであれば（つまり人が検出されていれば）
、ＣＰＵ１１０は、オン状態が８時間以上継続しているかどうかを判断する（ステップＳ
４）。継続していなければ、ステップＳ２に戻る。
【０１７２】
　オン状態が８時間以上継続していれば、ＣＰＵ１１０は、独居老人は在宅しており８時
間以上充電器４から離れられない危険な状態（あるいは意識的に離れない状態）であると
判断する（ステップＳ９）。ＣＰＵ１１０は、この判断内容を、予め登録してある登録先
にメッセージとして送信する（ステップＳ１０）。これにより、登録先に対して、判断内
容を通知することができる。
【０１７３】
　以上のようにして、在宅を前提として、充電器４の前から長時間離れない異常な状態や
充電器４に長時間近づかない異常な状態を、メッセージとして登録者に知らせることがで
きる。
【０１７４】
　ステップＳ２において、スマートフォン９が装着されていない場合、ＣＰＵ１１０は、
充電器４と通信可能であるかどうかを判断する（ステップＳ１１ａ）。たとえば、ブルー
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ツースにて通信を行う場合には、スマートフォン９が充電器４にセットされていなくとも
、スマートフォン９が近くにあれば通信が可能である。
【０１７５】
　ステップＳ１１ａにおいて、充電器４との通信が可能であれば、充電器４から赤外セン
サの出力を取得する（ステップＳ１１ｂ）。赤外センサ２８がオンであれば人が近くにい
るので、ＣＰＵ１１０は、スピーカ１１６からスマートフォン９を充電器４に装着するよ
うに音声出力を行う（ステップＳ１２）。
【０１７６】
　ＣＰＵ１１０は、続いて、スマートフォン９が充電器４に装着されたかどうかを判断す
る（ステップＳ１３）。装着が確認できた場合、図１３のステップＳ３ａに進む。装着が
確認できない場合、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ４においてＮＯの判断をしてから１時間
以上継続してスマートフォン９が装着されていないかを判断する（ステップＳ１４）。１
時間以上継続してスマートフォン９が装着されていなければ、ＣＰＵ１１０は、在宅して
いるがスマートフォン９が装着されていないと判断する（ステップＳ１５）。そして、ス
テップＳ１に進む。
【０１７７】
　ステップＳ１１ｃにおいて、赤外センサ２８がオフであれば、ＣＰＵ１１０は、その状
態が８時間以上継続しているかどうかを判断する（ステップＳ１６）。オフ状態が８時間
以上継続していれば、ＣＰＵ１１０は、スマートフォン９は充電器４の近くにあるが、対
象者が所在不明であると判断する（ステップＳ１７）。そして、ステップＳ１に進む。
【０１７８】
　この実施形態では、スマートフォン９によって、登録者にメッセージを送信するように
しているので、ステップＳ１５、Ｓ１７の場合にも、登録者にメッセージを送信すること
ができる。
　
【０１７９】
2.4その他の実施形態
(1)上記実施形態では、独居老人（対象者）は、原則として夜は自宅で就寝することを前
提としている。しかし、ベッドに人体検出センサを設けておき、就寝中かどうかを判断す
るようにしてもよい。また、予め就寝時間をスマートフォン９に登録しておき、その時間
内は就寝しているものと推定してもよい。
【０１８０】
(2)上記実施形態では、ブルーツースなどの近距離通信回路２９によって、スマートフォ
ン９に対しての赤外センサ２８の出力をなどを送るようにしている。しかし、これに代え
て、図４に示す充電回路の電磁結合を利用して伝達するようにしてもよい。
【０１８１】
(3)上記実施形態では、スマートフォン９のメーラーを用いてメッセージを送信するよう
にしている。しかし、メーラー以外のライン（商標）などのメッセージ通信プログラムを
用いてもよい。
【０１８２】
(4)上記実施形態では、外部からの電源供給の有無によって、充電器４への装着を判断し
ている。しかし、第一の実施形態において示したように、充電器４によるスマートフォン
９の装着有無の判断を、近距離通信回路２９にて受けるようにしてもよい。
【０１８３】
(5)上記実施形態では、ステップＳ１５やステップＳ１７において、独居老人に対して、
さらなる積極的な働きかけは行っていない。しかし、スピーカ１１６から充電器にセット
して下さいとの旨の音声を出力させるようにしてもよい。
【０１８４】
(6)上記実施形態では、通信機能を有する携帯機器としてスマートフォン９を例として説
明した。しかし、携帯電話、携帯情報端末、タブレットコンピュータ、携帯ゲーム機、カ
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メラなどにも適用することができる。
【０１８５】
(7)上記実施形態では、非接触式の充電回路について説明したが、接触式の充電回路につ
いても同様に適用することができる。
【０１８６】
(8)上記実施形態では、赤外センサ２８によって人を検出するようにしている。しかし、
静電センサ、光電センサなどを用いてもよい。
【０１８７】
(9)上記実施形態では、対象者として独居老人を例としてあげた。しかし、老人でなくと
も一人住まいの人を対象とすることができる。また、一人住まいでない人も対象とするこ
とができる。
【０１８８】
(10)上記実施形態では、対象者判断手段８を設け、その判断内容を、判断内容メッセージ
送信手段１０２により送信するようにしている。
【０１８９】
　しかし、図１５に示すように、人体検知センサ１０の出力（人の有無）および装着判断
手段６の判断結果（装着の有無）を、状況送信手段１０４により送信するようにしてもよ
い。状況送信手段１０４による送信タイミングは、所定の条件が整った場合（たとえば、
人を検出したとき、人の検出がなくなったとき、充電器に装着されたとき、充電器から取
り外されたとき等）や、所定時間間隔（たとえば、１時間ごと）で行うことができる。ま
た、状況送信依頼を受けた場合（携帯機器の操作により状況送信依頼が入力された場合や
携帯機器に対して状況送信依頼を求めるメールなどが着信した場合など）、これに応じて
送信するようにしてもよい。
【０１９０】
　なお、図１５では、人体検知センサ１０の出力および装着判断手段６の判断結果の双方
を送信するようにしているが、いずれか一方だけでもよい。
【０１９１】
(11)上記実施形態では、人体検出センサ１０を充電器４の側に設けているが、スマートフ
ォン９の側に設けるようにしてもよい。また、装着判断手段６をスマートフォン９の側に
設けているが、充電器４の側に設けるようにしてもよい。
【０１９２】
(12)上記実施形態では、スマートフォン９の電源投入時に、制御アプリ１３２を自動的に
起動させるようにしている。しかし、スマートフォン９を充電器４にセットした時に制御
アプリ１３２が起動し、充電器４から取り外すと制御アプリ１３２が終了するようにして
もよい。このようにした場合、図１３のステップＳ２は不要であり、図１４の処理も不要
となる。
【０１９３】
(13)上記の各処理は、スマートフォン９単独で（つまり充電器４なしで）実施することが
できる。この場合、スマートフォン９に人体検知センサ１０を設けるか、あるいは、人体
検知センサ１０に関する処理を行わないようにすることができる。
【０１９４】
(14)上記実施形態において、スマートフォン９にカメラボタンを表示するようにしてもよ
い。このボタンが押下されると、スマートフォン９は、カメラによる撮像を行い、予め定
められた登録先にメール添付して送信する。
【０１９５】
(15)また、遠隔のスマートフォンから、スマートフォン９に対して、上記の指令を与える
ようにしてもよい。これにより、独居老人の居宅の様子が自動的に撮像され、当該遠隔の
スマートフォンに対して送信される。
【０１９６】
(16)上記の実施形態および各変形例は、その本質に反しない限り、他の実施形態にも適用
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することができる。
　
【０１９７】
３．第３の実施形態
3.1充電器の全体構成
　図１６に、第３の実施形態による充電器４の全体構成を示す。装着判断手段６は、充電
対象である携帯機器２が装着されたことを判断する。人体検出センサ１０は、充電器４の
近傍に人がいることを検出する。対象者判断手段８は、装着判断手段６の判断結果および
人体検出センサ１０の出力に基づいて、対象者の状態を判断する。判断内容メッセージ送
信指示手段１２は、携帯機器２に対し、予め登録されている登録先に宛てて、上記の判断
内容を送信するように指示を与える。これを受けて、携帯機器２は、対象者の状態を、登
録先にメッセージとして送信する。
【０１９８】
　メッセージ着信検知手段１３は、携帯機器２にメッセージの着信があったことを検知す
る。着信告知手段１５は、音声や光にて告知を行う機器を制御して、携帯機器２にメッセ
ージが着信していることを知らせる。この告知を受けて、対象者からのメッセージの出力
指示を受けると、メッセージ音声出力手段１７は、メッセージを音声として出力する。
　
【０１９９】
3.2外観およびハードウエア構成
　充電器４の外観および各部のハードウエア構成について、基本的な部分は第１の実施形
態と同様である。ただし、この実施形態では、図１７に示すように、照明付スイッチ２６
、２７が、充電器４の前面に設けられている。この照明付スイッチ２６は、メッセージの
着信を知らせるとともに、メッセージの音声出力を指示するためのものである。また、照
明付スイッチ２７は、メッセージに対する返信を行うためのボタンである。さらに、メッ
セージを録音するためのマイク３１が設けられている。
【０２００】
　なお、メッセージに対する返信を行う機能を設けない場合には、照明付スイッチ２７、
マイク３１は不要である。
【０２０１】
　図１８に、充電器４のハードウエア構成を示す。この実施形態では、照明付スイッチ２
６、２７も、ＣＰＵ４０に接続されている。
　
【０２０２】
3.3制御プログラムの処理
　この実施形態における制御プログラム４８のフローチャートを、図１９～図２２に示す
。図１９、図２０は、第１の実施形態における図５、図６と同様である。ただし、図１９
のステップＳ４においてＮＯの判断をした場合（つまり、独居老人（対象者）が在宅であ
って異常な状況でない場合）には、図２１に示すような処理を行う。
【０２０３】
　ＣＰＵ４０は、スマートフォン９にメッセージ着信があったかどうかを確認する（ステ
ップＳ２１）。この実施形態では、ＣＰＵ４０は、近距離通信回路２９によってスマート
フォン９と通信し、メッセージ着信の有無を確認する。たとえば、スマートフォン９のメ
ーラーに対し、新規着信（未読メッセージ）の有無を問い合わせる。これに対するスマー
トフォン９のメーラーからの回答によって、新規着信の有無を知ることができる。
【０２０４】
　なお、スマートフォン９においては、メーラーが常時起動しているように設定しておく
ことが好ましい。あるいは、充電器４へのセットを感知して、メーラーが立ち上がるよう
にしてもよい。あるいはまた、ＣＰＵ４０から、スマートフォン９に対して、メーラーを
起動する指示を送信するようにしてもよい。
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【０２０５】
　メッセージ着信がなければ、ＣＰＵ４０は、ステップＳ１に進む。メッセージ着信があ
れば、ＣＰＵ４０は、赤外センサがオンであるかどうかを判断する（ステップＳ２２）。
オフであれば、ＣＰＵ４０は、メッセージ着信ありの判断から１時間以上継続して赤外セ
ンサがオフであるかを判断する（ステップＳ２７）。１時間以上オフが継続していなけれ
ば、ステップＳ２２に戻る。１時間以上オフが継続していれば、ＣＰＵ４０は、メッセー
ジ着信から１時間以上充電器４から離れていると判断する。
【０２０６】
　さらに、この判断内容を、予め登録してある登録先にメッセージとして送信するように
、スマートフォン９に送信指令を与える（ステップＳ２８）。これにより、登録先に対し
て、判断内容を通知することができる。
【０２０７】
　ステップＳ２２において、赤外センサ２８がオンであれば、ＣＰＵ４０は、照明付スイ
ッチ２６の照明を点灯させる（ステップＳ２３）。これにより、独居老人は、メッセージ
着信があったことを知ることができる。
【０２０８】
　さらに、ＣＰＵ４０は、スピーカ３０からメッセージが到着している旨の音声を出力す
る（ステップＳ２４）。たとえば、「メッセージが届いています、点灯しているボタンを
押してください」のような告知音声を出力する。
【０２０９】
　次に、ＣＰＵ４０は、照明付スイッチ２６が押下されたかどうかを判断する（ステップ
Ｓ２５）。独居老人によって照明付スイッチ２６が押下されると、ＣＰＵ４０は、照明付
スイッチ２６を消灯し、近距離通信回路２９を介して、スマートフォン９から着信メッセ
ージを取得する。ＣＰＵ４０は、取得した文字データによる着信メッセージを、音声合成
し、スピーカ３０から音声として出力する（ステップＳ２６）。
【０２１０】
　この実施形態では、予め、送信元のメールアドレスと送信元情報（氏、名、氏名、会社
名、愛称など）とを対応付けて、不揮発性メモリ４４に記録している（送信元情報テーブ
ル）。ＣＰＵ４０は、着信メッセージを取得した際に、それに含まれる送信元のメールア
ドレスに基づいて、対応する上記記録された送信元情報を取得する。そして、上記着信メ
ーセージの音声出力の前にもしくは後に、この送信元情報を音声合成して、スピーカ３０
から出力する。これにより、送信元が誰であるかを、容易に知ることができる。
【０２１１】
　なお、送信元の個人に対応付けて、その音声の特徴を示すパラメータを予め記録してお
き、このパラメータを用いて音声合成を行うことで、本人が発話しているかのような状況
にすることができる。これにより、送信元が誰であるかの認識がさらに容易になる。
【０２１２】
　なお、添付ファイルがある場合、同様にして音声合成して出力する。また、添付ファイ
ルが音声ファイルである場合には、そのまま音声として出力する。この際、スマートフォ
ン９は、当該着信メッセージを既読状態に変更する。その後、ＣＰＵ４０は、ステップＳ
１に進む。
【０２１３】
　上記のようにして、独居老人はメッセージの着信を知るとともに、その内容を音声とし
て聞くことができる。
【０２１４】
　ＣＰＵ４０は、ステップＳ２５において、照明付スイッチ２６が押されていない場合に
は、メッセージ着信ありの判断から１時間以上継続して照明付スイッチ２６が押されてい
ない（オフ）であるかを判断する（ステップＳ２９）。１時間以上継続して照明付スイッ
チ２６がオフであれば、ＣＰＵ４０は、メッセージを聞く意志がないと判断する。さらに
、この判断内容を、予め登録してある登録先にメッセージとして送信するように、スマー
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トフォン９に送信指令を与える（ステップＳ３０）。これにより、登録先に対して、判断
内容を通知することができる。
【０２１５】
　以上のようにして、登録先に対し、メッセージ着信後の独居老人の状況を知らせること
ができる。また、この実施形態によれば、通信環境を別途構築しなくとも、人口カバー率
の高いスマートフォンを有効に活用できる。
【０２１６】
　さらに、この実施形態では、メッセージに対する返信メッセージを送信する機能を設け
ている。ステップＳ２６において、メッセージの音声出力が終わった際に、ＣＰＵ４０に
よって、照明付スイッチ２７を点滅させ、「返信をする場合は、点灯しているボタンを押
してください」というメッセージを音声出力する。独居老人によって照明付スイッチ２７
が押されると、ＣＰＵ４０は、図２２の返信処理を開始する。この実施形態では、図２２
の返信処理は、割り込み処理によって行うようにしている。
【０２１７】
　ＣＰＵ４０は、照明付スイッチ２７が押されて返信処理を開始すると、マイク３３から
の音声を取得し、不揮発性メモリ４４に音声ファイルとして記録する（ステップＳ３１）
。照明付きスイッチ２７が押された時に、「メッセージを録音して下さい。ボタンを押し
ている間、録音がされます」等のメッセージをスピーカ３０から出すようにしてもよい。
【０２１８】
　なお、ＣＰＵ４０は、照明付スイッチ２７が押されている間は、録音を継続する。ＣＰ
Ｕ４０は、照明付スイッチ２７が離されたか（オフになったか）どうかを判断する（ステ
ップＳ３２）。照明付スイッチ２７が離されれば、ＣＰＵ４０は、記録された音声ファイ
ルをスマートフォン９に送信するとともに、当該音声ファイルを添付メッセージとして送
信するようにスマートフォン９に指示する（ステップＳ３３）。メッセージの本文は、「
返信です。音声ファイルを確認してください」などの予め定めた文言とすることが好まし
い。
【０２１９】
　この指示においては、直前に受信した（あるいは再生した）メッセージの送信元アドレ
スを、送信先のアドレスとして指定する。なお、ＣＰＵ４０は、少なくとも直前に受信し
た（あるいは再生した）メッセージを、その送信元アドレスを含めて、不揮発性メモリ４
４に記録するようにしている。
【０２２０】
　上記指示を受けたスマートフォン９は、メーラーにより、上記の音声ファイルを宛先に
送信する。このようにして、メールに対する返信を行うことができる。
　
【０２２１】
3.4その他の実施形態
(1)上記実施形態では、スマートフォン９のメーラーへの全ての新規メッセージの有無を
確認するようにしている。しかし、スマートフォン９や充電器４に予め登録された特定の
登録先からの新規メッセージのみを対象として、その有無を確認するようにしてもよい。
【０２２２】
(2)上記実施形態では、充電器４の側からスマートフォン９に対して新規メッセージの有
無を問い合わせるようにしている。しかし、スマートフォン９の側から新規メッセージの
到着があったときに、充電器４に対して連絡するようにしてもよい。
【０２２３】
(3)上記実施形態では、図１９～図２２の処理を行う（並行処理する）ようにしている。
しかし、図２１、図２２に示すメッセージ関連の処理だけを実行するようにしてもよい。
また、図７や図１５に示す実施形態とメッセージ関連処理を組み合わせて実施するように
してもよい。
【０２２４】
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(4)上記実施形態では、照明付ボタン２７を押している間は録音を行い、照明付ボタン２
７を離すとメッセージの送信を行うようにしている。しかし、照明付ボタン２７を押すと
、所定時間の間だけ録音が行われ、その後自動的にメッセージの送信を行うようにしても
よい。あるいは、無音状態が１０秒続くと返信音声の終わりであると判断して、自動的に
メッセージの送信を行うようにしてもよい。
【０２２５】
　なお、充電器４にカメラを設けておき、撮像画像を画像ファイルとして、これも添付し
て返信するようにしてもよい。
【０２２６】
(5)上記実施形態では、メッセージに対する返信としてメールを送信する場合を説明した
。しかし、返信としてではなく、独居老人からメールを送信する場合にも適用することが
できる。
【０２２７】
(6)上記実施形態では、メッセージに対する返信機能を設けるようにしている。しかし、
これを設けないようにしてもよい。
【０２２８】
(7)上記実施形態では、メッセージの着信を照明付スイッチ２６によって知らせるように
している。しかし、充電器４から近距離通信回路２９を介して、スマートフォン９の画面
にメッセージ着信があった旨の表示を行うようにしてもよい。
【０２２９】
(8)上記実施形態では、音声メッセージを充電器４に記録するようにしている。しかし、
充電器４から携帯機器９に対して音声メッセージを記録する指令を与え、携帯機器９のマ
イクを用いて携帯機器９において記録するようにしてもよい。
【０２３０】
(9)上記実施形態における図１６の各機能（手段およびスピーカ、マイク、センサやスイ
ッチなど）の一部または全部を、携帯機器２の側に設けるようにしてもよい。
【０２３１】
(10)上記実施形態では、直前に受信した（再生した）メールの送信元に対して返信を行う
ようにしている。しかし、充電器４に「戻る」「進む」ボタンなどを設け（あるいはスマ
ートフォン９に「戻る」「進む」ボタンなどを設け）、これを押すたびに、受信メールの
履歴を遡ってあるいは進めてスマートフォン９に表示し、返信先を選択できるようにして
もよい。あるいは、スマートフォン９（または充電器４）に記録されているアドレス帳に
基づいて、返信先の選択を行うようにしてもよい。
【０２３２】
(11)上記の実施形態および各変形例は、その本質に反しない限り、他の実施形態にも適用
することができる。
　
【０２３３】
４．第４の実施形態
4.1全体構成
　図２３に、第４の実施形態による携帯装置２と充電器４の全体構成を示す。この実施形
態では、装着判断手段６、対象者判断手段８、判断内容メッセージ送信手段１０２、メッ
セージ着信検知手段１３、着信告知手段１５、メッセージ音声出力手段１７を、携帯装置
２の側に設け、充電器４には人体検出センサ１０を設けている。
【０２３４】
　装着判断手段６は、携帯機器２が充電器４に装着されたことを判断する。人体検出セン
サ１０は、充電器４の近傍に人がいることを検出する。対象者判断手段８は、装着判断手
段６の判断結果および人体検出センサ１０の出力に基づいて、対象者の状態を判断する。
判断内容メッセージ送信手段１０２は、予め登録されている登録先に対し、上記の判断内
容を送信する。
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【０２３５】
　メッセージ着信検知手段１３は、メッセージの着信があったことを検知する。着信告知
手段１５は、音や画面にて、携帯機器２にメッセージが着信していることを知らせる。こ
の告知を受けて、対象者からのメッセージの出力指示を受けると、メッセージ音声出力手
段１７は、メッセージを音声として出力する。
　
【０２３６】
4.2外観およびハードウエア構成
　この実施形態における充電器４、スマートフォン９の外観およびハードウエア構成は、
図９～１２と同様である。
　
【０２３７】
4.3制御アプリ１３２の処理
　第三の実施形態では、主要な処理を充電器４の側において行っていたが、この実施形態
では、スマートフォン９の側にて行うようにしている。
【０２３８】
　この実施形態における制御アプリ１３２のフローチャートを、図２４～図２７に示す。
この制御アプリ１３２は、スマートフォンの電源投入時（あるいは充電器４にセットした
時に）に、自動的に起動するように構成されている。なお、制御アプリ１３２が起動して
いる場合であっても、オペレーティングシステム１２８の制御により、スマートフォンと
しての機能（電話着信、通話など）は、割り込み処理によって実行されるようになってい
る。
【０２３９】
　図２４、図２５は、第二の実施形態における図１３、図１４と同様である。ただし、図
２４のステップＳ４においてＮＯの判断をした場合（つまり、独居老人（対象者）が在宅
であって異常な状況でない場合）には、図２６に示すような処理を行う。
【０２４０】
　ＣＰＵ１１０は、スマートフォン９にメッセージ着信があったかどうかを確認する（ス
テップＳ２１）。この実施形態では、ＣＰＵ１１０は、メーラー（基本機能プログラム１
３０の一機能）に対し、新規着信（未読メッセージ）の有無を問い合わせる。これに対す
るメーラーからの回答によって、新規着信の有無を知ることができる。あるいは、メーラ
ーに新規着信があった場合、フラグを立てるようにしておき、ＣＰＵ１１０がそのフラグ
を確認することで、新規着信の有無を判断するようにしてもよい。
【０２４１】
　なお、スマートフォン９においては、メーラーが常時起動しているように設定しておく
ことが好ましい。あるいは、充電器４へのセットを感知して、メーラーが立ち上がるよう
にしてもよい。
【０２４２】
　メッセージ着信がなければ、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ２に進む。メッセージ着信が
あれば、ＣＰＵ１１０は、充電器４から赤外センサ２８の出力を取得する（ステップＳ２
２ａ）。次に、赤外センサがオンであるかどうかを判断する（ステップＳ２２ｂ）。オフ
であれば、ＣＰＵ１１０は、メッセージ着信ありの判断から１時間以上継続して赤外セン
サがオフであるかを判断する（ステップＳ２７）。１時間以上オフが継続していなければ
、ステップＳ２２ａに戻る。１時間以上オフが継続していれば、ＣＰＵ１１０は、対象者
がメッセージ着信から１時間以上充電器４から離れていると判断する。
【０２４３】
　さらに、この判断内容を、メーラーによって予め登録してある登録先にメッセージとし
て送信する（ステップＳ２８）。これにより、登録先に対して、判断内容を通知すること
ができる。
【０２４４】



(31) JP 2016-110654 A 2016.6.20

10

20

30

40

50

　ステップＳ２２において、赤外センサ２８がオンであれば、ＣＰＵ１１０は、着信告知
およびメッセージ確認ボタンを、タッチスクリーン１１４に表示する（ステップＳ２３）
。図２８に、その表示例を示す。着信告知１５０と確認ボタン１５２が表示されている。
独居老人は、着信告知１５０によりメッセージ着信があったことを知ることができる。
【０２４５】
　さらに、ＣＰＵ１１０は、スピーカ１１６からメッセージが到着している旨の音声を出
力する（ステップＳ２４）。たとえば、「メッセージが届いています、画面の確認ボタン
を押してください」のような告知音声を出力する。
【０２４６】
　次に、ＣＰＵ１１０は、確認ボタン１５２が押下されたかどうかを判断する（ステップ
Ｓ２５）。独居老人によって確認ボタン１５２が押下されると、ＣＰＵ１１０は、着信告
知１５０、確認ボタン１５２の表示を止め、着信メッセージを取得する。ＣＰＵ１１０は
、取得した文字データによる着信メッセージを、音声合成し、スピーカ１１６から音声と
して出力する（ステップＳ２６）。
【０２４７】
　この実施形態では、予め、送信元のメールアドレスと送信元情報（氏、名、氏名、会社
名、愛称など）とを対応付けて、不揮発性メモリ１２０に記録している（送信元情報テー
ブル）。この送信元情報テーブルは、メーラーのアドレス帳を利用することができる。Ｃ
ＰＵ１１０は、着信メッセージを取得した際に、それに含まれる送信元のメールアドレス
に基づいて、対応する上記記録された送信元情報を取得する。そして、上記着信メーセー
ジの音声出力の前にもしくは後に、この送信元情報を音声合成して、スピーカ１１６から
出力する。これにより、送信元が誰であるかを、容易に知ることができる。
【０２４８】
　なお、送信元の個人に対応付けて、その音声の特徴を示すパラメータを予め記録してお
き、このパラメータを用いて音声合成を行うことで、本人が発話しているかのような状況
にすることができる。これにより、送信元が誰であるかの認識がさらに容易になる。
【０２４９】
　なお、添付ファイルがある場合、同様にして音声合成して出力する。また、添付ファイ
ルが音声ファイルである場合には、そのまま音声として出力する。この際、ＣＰＵ１１０
は、メーラーを制御して当該着信メッセージを既読状態に変更する。その後、ＣＰＵ１１
０は、ステップＳ１に進む。
【０２５０】
　上記のようにして、独居老人はメッセージの着信を知るとともに、その内容を音声とし
て聞くことができる。
【０２５１】
　ＣＰＵ１１０は、ステップＳ２５において、確認ボタン１５２が押されていない場合に
は、メッセージ着信ありの判断から１時間以上継続して確認ボタン１５２が押されていな
い（オフ）であるかを判断する（ステップＳ２９）。１時間以上継続して確認ボタン１５
２がオフであれば、ＣＰＵ１１０は、メッセージを聞く意志がないと判断する。さらに、
この判断内容を、予め登録してある登録先にメッセージとして送信する（ステップＳ３０
）。これにより、登録先に対して、判断内容を通知することができる。
【０２５２】
　以上のようにして、登録先に対し、メッセージ着信後の独居老人の状況を知らせること
ができる。また、この実施形態によれば、通信環境を別途構築しなくとも、人口カバー率
の高いスマートフォンを有効に活用できる。
【０２５３】
　さらに、この実施形態では、メッセージに対する返信メッセージを送信する機能を設け
ている。ステップＳ２６において、メッセージの音声出力が終わった際に、ＣＰＵ１１０
によって、「返信をする場合は、画面のボタンを押してください」という音声を出力する
。これとともに、ＣＰＵ１１０は、図２９に示すように、返信のためのメッセージ１６０
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と、返信ボタン１６２をタッチスクリーン１１４に表示する（ステップＳ３５）。
【０２５４】
　独居老人によって返信ボタン１６２が押されると、ＣＰＵ１１０は、図２７の返信処理
を開始する。この実施形態では、図２７の返信処理は、割り込み処理によって行うように
している。
【０２５５】
　ＣＰＵ１１０は、返信ボタン１６２が押されて返信処理を開始すると、マイク１２６か
らの音声を取得し、不揮発性メモリ１２０に音声ファイルとして記録する（ステップＳ３
１）。返信ボタン１６２が押された時に、「メッセージを録音して下さい。ボタンを押し
ている間、録音がされます」等のメッセージをスピーカ１１６から出すようにしてもよい
。
【０２５６】
　なお、ＣＰＵ１１０は、返信ボタン１６２が押されている間は、録音を継続する。ＣＰ
Ｕ１１０は、返信ボタン１６２が離されたか（オフになったか）どうかを判断する（ステ
ップＳ３２）。返信ボタン１６２が離されれば、ＣＰＵ１１０は、メーラーにより記録さ
れた音声ファイルを添付したメッセージとして送信する。メッセージの本文は、「返信で
す。音声ファイルを確認してください」などの予め定めた文言とすることが好ましい。
【０２５７】
　この時、直前に受信した（あるいは再生した）メッセージの送信元アドレスを、送信先
のアドレスとして指定する。なお、ＣＰＵ１１０は、少なくとも直前に受信した（あるい
は再生した）メッセージを、その送信元アドレスを含めて、不揮発性メモリ４４に記録す
るようにしている。あるいは、メーラーから取得するようにしている。このようにして、
メールに対する返信を行うことができる。
　
【０２５８】
4.4その他の実施形態
(1)上記実施形態では、スマートフォン９のメーラーへの全ての新規メッセージの有無を
確認するようにしている。しかし、スマートフォン９に予め登録された特定の登録先から
の新規メッセージのみを対象として、その有無を確認するようにしてもよい。
【０２５９】
(3)上記実施形態では、図２４、図２５、図２６、図２７の処理を行う（並行処理する）
ようにしている。しかし、図２６、図２７に示すメッセージ関連の処理だけを実行するよ
うにしてもよい。また、図７や図１５に示す実施形態とメッセージ関連処理を組み合わせ
て実施するようにしてもよい。
【０２６０】
(4)上記実施形態では、返信ボタン１６２を押している間は録音を行い、返信ボタン１６
２を離すとメッセージの送信を行うようにしている。しかし、返信ボタン１６２を押すと
、所定時間の間だけ録音が行われ、その後自動的にメッセージの送信を行うようにしても
よい。あるいは、無音状態が１０秒続くと返信音声の終わりであると判断して自動的にメ
ッセージの送信を行うようにしてもよい。
【０２６１】
　上記返信メッセージ送信の際、スマートフォン９のカメラ（図示せず）によって撮像を
行い、撮像画像を画像ファイルとして、これも添付して返信するようにしてもよい。
【０２６２】
(5)上記実施形態では、メッセージに対する返信としてメールを送信する場合を説明した
。しかし、返信としてではなく、独居老人からメールを送信する場合にも適用することが
できる。
【０２６３】
(6)上記実施形態では、メッセージに対する返信機能を設けるようにしている。しかし、
これを設けないようにしてもよい。
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【０２６４】
(7)上記実施形態では、確認ボタン１５２、返信ボタン１６２をスマートフォン９の画面
に表示するようにしている。しかし、これらボタンを、第三の実施形態のように、照明付
スイッチとして充電器４の側に設けるようにしてもよい。
【０２６５】
(8)上記実施形態における図２３の各機能（手段およびスピーカ、マイク、センサやスイ
ッチなど）の一部または全部を、充電器４の側に設けるようにしてもよい。
【０２６６】
(9)上記実施形態では、直前に受信した（再生した）メールの送信元に対して返信を行う
ようにしている。しかし、スマートフォン９に「戻る」「進む」ボタンを表示し（あるい
は充電器４に「戻る」「進む」ボタンを設け）、これを押すたびに、受信メールの履歴を
遡ってあるいは進めてスマートフォン９に表示し、返信先を選択できるようにしてもよい
。あるいは、スマートフォン９（または充電器４）に記録されているアドレス帳に基づい
て、返信先の選択を行うようにしてもよい。
【０２６７】
(10)上記の各処理は、スマートフォン９単独で（つまり充電器４なしで）実施することが
できる。この場合、スマートフォン９に人体検知センサ１０を設けるか、あるいは、人体
検知センサ１０に関する処理を行わないようにすることもできる。
【０２６８】
(11)上記の実施形態および各変形例は、その本質に反しない限り、他の実施形態にも適用
することができる。

【図１】 【図２】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(38) JP 2016-110654 A 2016.6.20

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】
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